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生活指導について 

 

 薫風の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、本校の教育活動にご支援、ご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。                     

さて、入学式・始業式から１ヶ月が経過しました。本校では、基本的な生活習慣の確立のため、「一

斉服装・頭髪指導」・「遅刻指導」を実施しています。本校生としての自覚と誇りをもち学習や様々な

活動に積極的に取り組み、将来の進路実現に繋げるために欠かすことのできない指導であると考えてい

ます。特に今の時期は、本校の進路指導担当者を中心に、学校をあげて大学・企業等を訪問し進路開拓

に努めています。また、大学・専門学校の入試担当の方や企業の採用担当の方が連日来校されており、

通学途上を含む学校内外での本校生の高評価を得ることが必要となっています。制服の着こなし・頭髪・

化粧はもちろん、挨拶や通学路等でのマナーについても、本校生としてふさわしい態度を身につけ、西

和清陵高校の社会的評価をあげることを必須の課題と位置づけて取り組んでいます。 

保護者の皆様方におかれましても、キャリア教育の一貫としておこなう指導の趣旨をご理解いただき、

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

「服装・頭髪指導」については、指導後、未改善・不十分な場合は下校し、改善するよう指導を行い

ます。また「遅刻指導」は、対象生徒に対し、原則毎週金曜日放課後に実施しています。ご家庭におか

れましても基本的な生活習慣を身につけるようご指導を宜しくお願い申し上げます。 

 

 

◎「一斉服装・頭髪指導」・・・  指導後、未改善・不十分な場合は下校改善指導 

・５月15日(月)からカラーコンタクトの着用、ネイル・マニキュア等は放課後に反省文指導と、 

その場で改善ができない場合は下校し改善後、登校する。 

 

＊今まで、学校側がコンタクトケースを用意していましたが、費用面から今後は一切準備致しません。 

◎「遅刻指導」・・・ １０回毎で学年による別室指導  

           遅刻・欠席をすると朝のSHRで自身の進路や生活面における大事な連絡事項を 

聞けなくなり、結果的に不利益を被ることがあります。時間を守ることは社会

人として最も大切です。 

確認事項 

・単車の運転免許取得禁止（三ない運動の実施） 

・夜間の外出時11：00以降は警察の補導対象となる。 

・補導対象となった場合は直近の登校日か即日電話で学校に報告する。 

・アルバイトは届け出制。アルバイト先の面接前に担任に相談する。 

・スマートフォンは許可が無い場合は使用禁止。授業中は鞄の中にしまっておく。 

・ピアス等の装身具をつけることは禁止する。（違反があればその場で預かり、懇談時に返却） 

・式典等の儀式時や講演会等の服装はその都度指示に従う。 


